
八街市立幼稚園職員服務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

令和８年５月２５日 

 

八街市教育委員会教育長　　浅尾　智康 

 

八街市教育委員会訓令第４号 

八街市立幼稚園職員服務規程の一部を改正する訓令 

八街市立幼稚園職員服務規程（昭和５１年教育委員会訓令第２号）の一部を

次のように改正する。 

第４条第２項を削る。 

　　附　則 

この訓令は、公示の日から施行する。


